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◇
現
職
が
圧
倒
的

に
有
利
と
言
わ
れ

る
中
で
、
自
由
民
主
党
の
総
裁
選
挙
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
任
期
を
２
期
６
年
か
ら
３
期
９
年
ま

で
に
延
長
す
る
党
規
約
が
改
正
さ
れ
て
か
ら
初

め
て
の
選
挙
で
あ
っ
た
。◇
こ
の
任
期
の
延
長

は
、
現
職
安
倍
総
理
の
在
任
継
続
を
狙
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
多
く
の
国
民
が
自
明
の

こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
。◇
し
た
が
っ
て

一
般
論
と
し
て
は
、
安
倍
総
理
の
出
馬
表
明
が

先
行
し
、
対
抗
馬
と
し
て
の
石
破
候
補
の
出
馬

表
明
は
、
そ
れ
を
見
届
け
て
か
ら
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
現
実
は
逆
で
あ
っ
た
。◇

そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
世
論

の
推
理
が
喧
し
い
。◇
開
票
結
果
で
は
、
議
員
票

は
現
職
が
予
想
通
り
の
圧
勝
で
あ
っ
た
が
、
党

員
票
は
僅
か
約
10
ポ
イ
ン
ト
差
で
あ
り
、
多
く

の
関
係
者
は
石
破
候
補
の
善
戦
と
し
て
受
け
止

め
て
い
る
よ
う
だ
。◇
特
に
地
方
の
党
員
票
は
石

破
候
補
が
上
回
っ
た
と
こ
ろ
も
予
想
以
上
に
多

か
っ
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。◇
安
倍
政
権
の
経
済
政
策
が
、
都
市
部
で

は
評
価
が
高
い
が
、
そ
の
恩
恵
が
地
方
に
届
い

て
い
な
い
と
の
「
嘆
き
節
」
の
影
響
が
顕
現
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。◇
石
破
候
補
の
「
地
方
創

生
・
経
済
発
展
」
へ
の
熱
い
思
い
が
地
方
の
党

員
票
を
稼
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
意
見
も
多

く
あ
り
、
し
た
が
っ
て
安
倍
政
権
の
こ
れ
か
ら

は
、
地
方
経
済
、
特
に
「
商
工
会
地
域
」
の
振

興
に
一
層
の
テ
コ
入
れ
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
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商
工
会
へ
の
ご
加
入

　
　
　
　
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　　
　
◇
程
田
正
己

      

◇
Ｍ
Ｙ
２
　
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｅ

　
　
◇
税
理
士
法
人
田
中
総
合
会
計
事
務
所

　
　
◇（
株
）ウ
イ
ン
タ
ー
ハ
ー
ト

　
　
◇（
株
）中
央
牧
草
セ
ン
タ
ー

　（
敬
称
略
）

　
○
商
工
会
で
は
随
時
、
会
員
事
業
所
を
募
集
し

　
　
て
お
り
ま
す
。未
加
入
の
方
は
是
非
ご
検
討

　
　
の
上
、
ご
加
入
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
致

　
　
し
ま
す
。

　
　

　
　
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
　
商
工
会
事
務
局（
4
2
2
）2
0
3
7
ま
で

（
10
月
〜
12
月
）

（
平
成
30
年
７
月
〜
９
月
）

新
規
加
入
会
員
の
紹
介

新
規
加
入
会
員
の
紹
介

新
規
加
入
会
員
の
紹
介

10
月
・
創
業
塾
 　

　
　
　（
6
・
13
・
20
・
27
日
）

　
　
・
消
費
税
軽
減
税
率
・
転
嫁
対
策
セ
ミ
ナ
ー

（
10
日
）

　
　
・
商
工
会
役
員
研
修
会
 　

　
　
　（
16
日
）

　
　
・
中
小
企
業
支
援
機
関
等
連
携
会
議（
19
日
）

　
　
・
商
売
繁
盛
相
談
窓
口
開
設
日
 　（

23
日
）

　
　
・
I
T
導
入
補
助
金
相
談
会
 　

　（
24
日
）

　
　
・
５
部
会
部
会
長
会
議
　
　
 　

　（
25
日
）            

11
月
・
北
部
ブ
ロ
ッ
ク
会
長
協
議
会
県
外
研
修
会

（
8
〜
9
日
）

　
　
・
産
業
ま
つ
り
　
　
　
　
　
 （

10
〜
11
日
）

　
　
・
商
工
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ゴ
ル
フ
大
会（
14
日
）

　
　
・
商
工
会
全
国
大
会
　
　
 　

　
　（
15
日
）

　
　
・
商
売
繁
盛
相
談
窓
口
開
設
日
　
 （

15
日
）

　
　
・
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
　
　
　
 （

18
日
）

　
　
・
青
年
部
全
国
大
会
　
　
　
 （

21
〜
22
日
）

　
　
・
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ー
ド
Ｐ
Ｏ
Ｐ
実
践
セ
ミ
ナ
ー

（
27
日
）

12
月
・
経
営
計
画
作
成
支
援
セ
ミ
ナ
ー（
5
日
）

　
　
・
弁
護
士
無
料
相
談
会
　
　
　
　
 （
6
日
）

　
　
・
商
売
繁
盛
相
談
窓
口
開
設
日
 　（

20
日
）

　
　
・
年
末
調
整
個
別
指
導
開
始
　
 （

21
日
〜
）

事
業
予
定

事
業
予
定

TEL （422）2620㈹
FAX （422）9069

自家とう精の美味しい米を売る店

東京ガス・四街道市上下水道指定工事店

米穀・灯油・LPガス・ガス器具

㈲ 山 本 産 業
四街道1511-19  松並木通り

よ つ か い ど う 法 律 事 務 所
TEL.043-310-5133　http://www.yotsukaido-lo.jp
千葉県弁護士会所属　　所長弁護士 松田和哲　 弁護士 安藤なつき
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 弁護士 古川　薫
四街道市四街道1-7-9　中島ビル3階 （四街道駅北口徒歩3分）

「設備投資」で生産性を強化するチャンスです！「設備投資」で生産性を強化するチャンスです！
市から「先端設備等導入計画」の認定を受けると固定資産税の減免
や国補助金採択の優遇（審査時の加点）措置が受けられます！！

○ 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件主な要件 内　　容内　　容

計画期間計画期間 ・計画認定から３年間～５年間

・計画期間において、基準年度
  （直近の事業年度末）比で労働生産性が
  年平均 3％以上向上すること

・労働生産性の向上に必要な生産、販売
  活動等の用に直接供される設備
〔対象設備〕
  機械装置、測定工具及び検査工具、
  器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

・導入促進指針及び市の導入促進基本計画
  に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施
  されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関
  （商工会、各銀行など）において事前確認
  を行った計画であること

労働生産性労働生産性

先端設備等
の種類

先端設備等
の種類

計画内容計画内容

ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、ＩＴ導入補助金の審査時に加点がつきます。
ものづくり補助金（一般型）で補助率がアップします。（1/2→2/3）
新たに導入する設備で一定の要件を満たす場合、固定資産税を３年間ゼロとする特例措置を講じます。

支援措置の主な例

市へ「先端設備等導入計画」を申請する際は、事前に経営革新等支援機関で申請書類を確認してもらい、
「認定支援機関確認書」を添付する必要があります。当商工会は認定支援機関となっておりますので、
申請に関するお問い合わせ等はお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、四街道市ホームページでご確認ください。

商
工
会
で
は「
30
年
分
の
年
末
調
整
」に
つ
い
て

次
の
日
程
で
個
別
指
導
を
行
い
ま
す
。

　
◆
年
内
指
導
日（
30
年
）

　
　
12
月
21
・
25
・
26
・
27
・
28
日

　
◆
新
年
指
導
日（
31
年
）　
　
　

　
　
1
月
4
日
〜
18
日（
土
・
日
・
祝
祭
日
除
く
）

　
◆
指
導
時
間
　

　
　
午
前
10
時
〜
12
時
　
午
後
1
時
〜
4
時

　
◆
指
導
会
場

　
　
商
工
会
館
1
階
　
経
営
相
談
室
　
他

ご
持
参
頂
く
必
要
書
類
等

　
・
給
与
所
得
者
の
源
泉
徴
収
簿（
各
々
分
）

　
・
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書

　
・
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申
告
書

　
・
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特
別
控
除
申
告
書

　
・
給
与
所
得
者
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　
　
申
告
書（
該
当
者
の
み
）

　
・
中
途
採
用
の
方
の
分
は
以
前
勤
務
さ
れ
て
い

　
　
た
会
社
の
源
泉
徴
収
票
を
お
持
ち
下
さ
い
。

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
運
転
免
許

　
　
証
等
本
人
確
認
書
類

年
末
調
整
個
別
指
導
の
お
知
ら
せ

年
末
調
整
個
別
指
導
の
お
知
ら
せ

千葉県内の事業場で働くすべての労働者
（パート、 アルバイト等を含む。）及び、
その使用者に適用される千葉県最低賃金
（地域別最低賃金）が次のように改正され
ました。

平成３０年１０月１日から　
時間額　８９５　円

（従来の８６８円から２７円引上げ）

詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室
（電話０４３―２２１－２３２８）又は最寄の
労働基準監督署にお問い合わせください。

千葉県最低賃金改正のお知らせ千葉県最低賃金改正のお知らせ

か
ま
び
す

四街道市商工会広報委員会
四街道市鹿渡８９５－１４
ＴＥＬ．０４３（４２２）２０３７
ＦＡＸ．０４３（４２３）６９４１
URL  http://yotsukaido.or.jp     e-mail  info@yotsukaido.or.jp

発

　行

よつかいどう市 ２０１8年123号

◆
広
報
委
員
会

吉
橋
　
史
雄

永
野
　
　
勤

滝
口
　
征
宏

石
山
　
　
稔

古
川
　
憲
子

千葉市中央区富士見2丁目22番2号

043(201)3033

小さな掛け金 大きな安心小さな掛け金 大きな安心
総　合　火　災　共　済

千葉県火災共済協同組合千葉県火災共済協同組合

中小企業者の財産を守る

自 動 車 事 故 費 用 共 済
万が一、人身事故が起こった場合の画期的な共済制度

医 療 総 合 保 障 共 済
傷 害 総 合 保 障 共 済

24時間365日電話による「健康相談」と「名医・優秀専門医」紹介制度付

電話

探ってみませんか探ってみませんか

中国悠久の歴史を中国悠久の歴史を中国悠久の歴史を
会員募集中！！
四街道市日中友好協会

（四街道市商工会会員）

連絡先 
　☎ 043-422-2091（中村）


